
平
成
十
九
年
六
月
十
五
日
提
出

質

問

第

三

九

三

号

国
際
協
力
銀
行
が
二
〇
〇
五
年
三
月
三
十
一
日
に
マ
レ
ー
シ
ア
の
パ
ハ
ン
・
セ
ラ
ン
ゴ
ー
ル
導
水
事
業
に
対
し

行
っ
た
円
借
款
融
資
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

前

田

雄

�

393



国
際
協
力
銀
行
が
二
〇
〇
五
年
三
月
三
十
一
日
に
マ
レ
ー
シ
ア
の
パ
ハ
ン
・
セ
ラ
ン
ゴ
ー
ル
導
水
事
業
に
対
し

行
っ
た
円
借
款
融
資
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

標
記
事
業
に
係
る
円
借
款
融
資
に
つ
い
て
、
以
下
政
府
に
対
し
質
問
す
る
。

一

事
業
の
全
般
と
国
際
協
力
銀
行
の
融
資
の
開
始
に
つ
い
て

イ
）

現
在
、
同
計
画
の
総
事
業
費
は
約
千
百
七
十
一
億
円
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
う
ち
、
ダ
ム
本
体
、
パ
イ
プ
ラ
イ

ン
、
導
水
ト
ン
ネ
ル
、
取
水
ポ
ン
プ
に
か
か
る
費
用
の
内
訳
を
示
さ
れ
た
い
。

ロ
）

既
に
、
本
計
画
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
選
定
作
業
は
終
了
し
た
と
理
解
し

て
い
る
が
、
そ
の
理
解
で
よ
い
か
。

ハ
）

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
は
、
「
本
計
画
の
詳
細
設
計
及
び
施
工
監
理
」
で
あ
る
こ
と
が
平
成
十
九

年
五
月
十
八
日
付
け
、
内
閣
衆
質
一
六
六
第
二
一
八
号
の
日
本
政
府
に
よ
る
質
問
主
意
書
の
答
弁
書
で
述
べ
ら
れ
て
い

る
が
、
本
計
画
の
ど
の
部
分
に
関
す
る
詳
細
設
計
及
び
施
工
監
理
か
。

ニ
）

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
国
際
協
力
銀
行
は
近
々
融
資
を
実
施

す
る
の
か
。
も
し
く
は
、
既
に
融
資
を
開
始
し
た
の
か
。
融
資
を
こ
れ
か
ら
開
始
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
つ
か
。

一



二

入
札
に
関
し
て

イ
）

融
資
決
定
及
び
条
件
に
係
る
二
〇
〇
六
年
の
外
務
省
発
表
に
よ
る
と
、
本
計
画
に
関
し
て
は
、
融
資
契
約
の
借
款
条

件
と
し
て
、
第
三
者
委
員
会
が
設
置
さ
れ
調
達
に
か
か
わ
る
審
査
を
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る

が
、
こ
れ
は
事
実
か
。

ロ
）

本
計
画
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
選
定
も
調
達
に
あ
た
る
の
で
、
イ
）
が
事

実
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
計
画
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
選
定
に
あ
た
っ
て
も
第

三
者
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

ハ
）

イ
）
が
事
実
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
者
委
員
会
が
設
置
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
設
置
し
な
か
っ
た
理
由
は

何
か
。

ニ
）

二
〇
〇
七
年
現
在
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
選
定
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
現
地
マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
の
情
報
に
よ
る

と
、
東
電
設
計
グ
ル
ー
プ
と
、
モ
ッ
ト
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
社
グ
ル
ー
プ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
応
札
が
あ
っ
た
が
、

モ
ッ
ト
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
社
グ
ル
ー
プ
は
入
札
条
件
が
満
た
さ
れ
ず
失
格
に
な
り
、
最
終
的
に
は
東
電
設
計
グ
ル
ー
プ

が
落
札
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
経
緯
は
事
実
か
。

二



ホ
）

ニ
）
で
述
べ
た
落
札
経
緯
が
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
モ
ッ
ト
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
社
グ
ル
ー
プ
の
失
格
理
由
で
あ

る
「
入
札
条
件
が
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
条
件
が
満
た
さ
れ
な
か
っ
た

と
日
本
政
府
は
承
知
し
て
い
る
の
か
。

ヘ
）

国
際
協
力
銀
行
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
雇
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
則
っ
て
、
国
際
協
力
銀
行
は
本
事
業
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
選
定
の
妥
当
性
に
つ
い
て
日
本
政
府
及
び
国
際
協
力
銀
行
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
確
認
し
た
の
か
。
具
体
的
な
確

認
の
方
法
を
示
さ
れ
た
い
。

ト
）

日
本
政
府
は
、
東
電
設
計
の
水
道
事
業
に
関
す
る
事
業
実
績
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。
豊
富
な
事
業
実
績

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。
東
電
設
計
に
水
道
事
業
の
実
績
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
本
政
府
が
把
握
し
て
い
る
東
電

設
計
の
事
業
実
績
を
挙
げ
ら
れ
た
い
。

三

事
業
の
規
模
縮
小
に
伴
う
影
響
に
関
し
て

イ
）

ダ
ム
堤
の
高
度
が
海
抜
九
十
メ
ー
ト
ル
か
ら
八
十
五
メ
ー
ト
ル
と
、
規
模
が
縮
小
し
た
こ
と
に
伴
い
、
本
計
画
に
よ

る
水
供
給
量
は
減
少
す
る
と
理
解
し
て
い
る
が
、
こ
の
理
解
で
正
し
い
か
。

ロ
）

イ
）
の
理
解
が
正
し
け
れ
ば
、
事
業
規
模
縮
小
に
よ
り
水
供
給
量
は
何
リ
ッ
ト
ル
減
少
し
、
現
在
同
計
画
に
よ
る
セ

三



ラ
ン
ゴ
ー
ル
州
及
び
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
へ
の
水
供
給
量
は
何
リ
ッ
ト
ル
に
な
っ
た
の
か
。

ハ
）

そ
も
そ
も
同
計
画
は
セ
ラ
ン
ゴ
ー
ル
州
の
水
不
足
に
対
応
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
供

給
量
が
減
少
し
て
も
水
不
足
に
対
応
で
き
る
と
い
う
こ
と
か
。

ニ
）

ハ
）
で
、
水
供
給
量
が
減
少
し
て
も
水
不
足
に
対
応
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

ホ
）

セ
ラ
ン
ゴ
ー
ル
州
及
び
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
に
お
け
る
、
最
新
の
水
需
要
の
予
測
の
数
値
を
示
さ
れ
た
い
。
特
に
、

二
〇
〇
八
年
、
二
〇
一
〇
年
、
二
〇
一
五
年
、
二
〇
二
〇
年
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。

ヘ
）

ダ
ム
堤
の
高
度
が
海
抜
九
十
メ
ー
ト
ル
か
ら
八
十
五
メ
ー
ト
ル
と
、
規
模
が
縮
小
し
た
こ
と
に
伴
い
、
ケ
ラ
ウ
ダ
ム

に
よ
る
湛
水
面
積
は
何
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
な
っ
た
の
か
。

ト
）

事
業
規
模
の
縮
小
に
よ
り
、
以
下
の
土
地
の
湛
水
面
積
は
当
初
よ
り
も
何
ヘ
ク
タ
ー
ル
減
少
し
、
現
在
何
ヘ
ク
タ
ー

ル
が
水
没
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
湛
水
面
積
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
全
体
の
土
地
の
面
積
の
何
パ
ー

セ
ン
ト
に
値
す
る
の
か
。

・
ラ
ク
ム
森
林
保
護
地
域

・
オ
ラ
ン
ア
ス
リ
居
住
地
（
耕
作
地
等
も
含
む
）
（
テ
ム
ア
ン
）

四



・
オ
ラ
ン
ア
ス
リ
居
住
地
（
耕
作
地
等
も
含
む
）
（
チ
ェ
ウ
ォ
ン
）

四

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
会
合

イ
）

平
成
十
九
年
五
月
十
八
日
付
け
、
内
閣
衆
質
一
六
六
第
二
一
八
号
の
日
本
政
府
に
よ
る
質
問
主
意
書
の
答
弁
書
に
お

い
て
、
同
計
画
に
関
し
て
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
及
び
国
際
協
力
銀
行
職
員
の
出
席
を
得
た
形
で
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
会

合
を
持
っ
て
説
明
責
任
が
果
た
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
形
で
は
説
明
責
任
が
果
た
さ
れ
た
こ
と
に
は

な
ら
な
い
。
再
度
質
問
す
る
が
、
二
〇
〇
七
年
三
月
に
日
本
国
大
使
館
に
提
出
さ
れ
た
書
簡
に
対
し
、
日
本
政
府
と
し

て
真
摯
に
返
答
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

ロ
）

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
会
合
の
目
的
及
び
役
割
は
何
か
。
ま
た
、
主
催
は
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
か
。

ハ
）

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
会
合
へ
は
、
市
民
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
が
自
由
に
参
加
で
き
る
の
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

会
合
の
参
加
者
を
募
っ
て
い
る
の
か
。
署
名
を
出
し
た
五
〇
〇
〇
名
も
の
住
民
や
反
対
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
た
ベ
ン
ト

ン
付
近
の
住
民
に
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
会
合
の
開
催
の
案
内
を
出
し
て
い
る
の
か
。

ニ
）

過
去
三
回
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
会
合
の
開
催
と
参
加
の
募
集
を
ど
の
よ
う
に
か
け
た
の
か
。

ホ
）

同
計
画
に
関
し
て
現
地
で
開
か
れ
て
い
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
会
合
で
は
、
過
去
三
回
、
何
が
話
し
合
わ
れ
た
の
か
。
ま

五



た
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
会
合
で
は
、
現
地
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ま
た
は
影
響
住
民
か
ら
ど
の
よ
う
な
懸
念
が
挙
げ
ら
れ
た
の
か
。

ヘ
）

ホ
）
で
質
問
し
た
、
現
地
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ま
た
は
影
響
住
民
か
ら
挙
げ
ら
れ
た
懸
念
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
会
合
を
通
じ
て
全

て
払
拭
も
し
く
は
解
決
さ
れ
た
の
か
。

ト
）

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
会
合
に
お
い
て
国
際
協
力
銀
行
が
果
た
し
て
い
る
役
割
は
何
か
。

チ
）

過
去
三
回
開
か
れ
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
会
合
に
お
い
て
、
住
民
お
よ
び
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
市
民
側
か
ら
の
参
加
者
は
そ
れ
ぞ

れ
何
人
だ
っ
た
か
。

リ
）

過
去
三
回
開
か
れ
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
会
合
に
お
い
て
、
先
住
民
族
か
ら
の
参
加
者
は
そ
れ
ぞ
れ
何
人
だ
っ
た
か
。

五

先
住
民
族

イ
）

平
成
十
九
年
五
月
十
八
日
付
け
、
内
閣
衆
質
一
六
六
第
二
一
八
号
の
日
本
政
府
に
よ
る
質
問
主
意
書
の
答
弁
書
に
お

い
て
、
「
オ
ラ
ン
ア
ス
リ
は
居
住
区
の
水
没
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
生
活
基
盤
と
な
る
耕
作
地
の
一
部
が
水
没
す
る

た
め
、
移
転
を
希
望
す
る
住
民
が
存
在
す
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
」
と
あ
る
。
移
転
を
希
望
す
る
住
民
が
存
在
す
る

こ
と
も
否
定
は
し
な
い
が
、
問
題
は
、
「
移
転
し
た
く
な
い
の
に
、
移
転
の
有
無
に
関
す
る
選
択
を
知
ら
さ
れ
ず
、
移

転
さ
せ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
先
住
民
族
が
い
る
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
、
国
際
協
力
銀
行
は
現
地
で
直

六



接
先
住
民
族
に
確
認
し
た
の
か
。

ロ
）

平
成
十
九
年
五
月
十
八
日
付
け
、
内
閣
衆
質
一
六
六
第
二
一
八
号
の
日
本
政
府
に
よ
る
質
問
主
意
書
の
答
弁
書
に
お

い
て
、
「
同
銀
行
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
が
オ
ラ
ン
ア
ス
リ
に
対
し
、
冠
水
面
積
、
ダ
ム
堤
の
高
度
の
変
更
及
び
移
転

計
画
の
概
要
を
説
明
し
た
ほ
か
、
署
名
前
に
は
移
転
の
有
無
を
選
択
で
き
る
権
利
が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
と
承
知
し

て
い
る
。
」
と
あ
る
が
、
イ
）
で
も
記
し
た
よ
う
に
、
先
住
民
族
は
移
転
の
有
無
を
選
択
で
き
る
権
利
が
あ
る
こ
と
を

現
在
知
ら
な
い
。
過
去
の
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
に
よ
る
説
明
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
オ
ラ
ン
ア
ス
リ
が
移
転
の
有

無
を
選
択
で
き
る
権
利
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
以
上
、
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
は
再
度
オ
ラ
ン
ア
ス
リ
と
会
合
を
持
ち
、

そ
の
権
利
に
つ
い
て
適
切
に
説
明
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
日
本
政
府
は
ど
の
よ
う
な
見
解
か
。

ハ
）

平
成
十
九
年
五
月
十
八
日
付
け
、
内
閣
衆
質
一
六
六
第
二
一
八
号
の
日
本
政
府
に
よ
る
質
問
主
意
書
の
答
弁
書
に
お

い
て
、
移
転
世
帯
数
が
増
加
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
チ
ェ
ウ
ォ
ン
の
居
住
区
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
が
、
チ
ェ
ウ
ォ
ン
の
居
住
区
が
移
転
世
帯
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
い
つ
か
。

ニ
）

チ
ェ
ウ
ォ
ン
の
居
住
区
が
当
初
同
事
業
の
環
境
影
響
評
価
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
理
由
は
何
で
あ
る
と
、
日
本
政
府
は

承
知
し
て
い
る
の
か
。

七



ホ
）

チ
ェ
ウ
ォ
ン
の
生
計
手
段
や
生
活
水
準
等
、
チ
ェ
ウ
ォ
ン
に
関
す
る
社
会
調
査
は
実
施
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る

と
考
え
る
が
、
実
施
さ
れ
た
の
か
。
さ
れ
た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
い
つ
実
施
さ
れ
、
そ
れ
は
マ
レ
ー
シ
ア
国
内
で
公
開
さ

れ
て
い
る
の
か
。
公
開
さ
れ
て
い
る
（
た
）
場
所
と
期
間
を
示
さ
れ
た
い
。

六

報
道
の
自
由
に
つ
い
て

平
成
十
九
年
五
月
十
八
日
付
け
、
内
閣
衆
質
一
六
六
第
二
一
八
号
の
日
本
政
府
に
よ
る
質
問
主
意
書
の
答
弁
書
に
お
い

て
、
「
マ
レ
ー
シ
ア
に
お
い
て
、
我
が
国
が
供
与
す
る
円
借
款
を
理
由
と
し
て
報
道
の
自
由
が
規
制
さ
れ
て
い
る
と
は
承
知

し
て
い
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
日
本
政
府
と
し
て
ど
の
よ
う
に
規
制
が
な
い
と
い
う
事
実
を
確
認
し
た
の

か
。
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
か
ら
の
情
報
に
よ
っ
て
の
み
確
認
し
た
の
か
。

右
質
問
す
る
。

八


